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の
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に
関
す
る
規
則
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一
部
を
改
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る
規
則
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一
部
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１

市
町
村
立
学
校
職
員
の
通
勤
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
五
月
十
四
日

秋
田
県
教
育
委
員
会
委
員
長
　
伊
　
藤
　
美
津
子
　

秋
田
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
二
号

市
町
村
立
学
校
職
員
の
通
勤
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則

市
町
村
立
学
校
職
員
の
通
勤
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
平
成
十
六
年
秋
田

県
教
育
委
員
会
規
則
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
を
附
則
第
一
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
前
の
月
の
中
途
か
ら
引
き
続
い
て
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法

律
第
二
百
六
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
休
職
に
さ

れ
、
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
許
可
を
受
け
、
外
国
の
地
方
公
共
団
体

の
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
職
員
の
処
遇
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
六
十
三
年
秋
田
県
条
例
第
二

号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
派
遣
を
さ
れ
、
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律

（
平
成
三
年
法
律
第
百
十
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
育
児
休
業
を
し
、
公
益
法
人
等
へ
の
職
員

の
派
遣
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
三
年
秋
田
県
条
例
第
六
十
四
号
）
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
派
遣
を
さ
れ
、
大
学
院
修
学
休
業
（
教
育
公
務
員
特
例
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
一
号
）

第
二
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
大
学
院
修
学
休
業
を
い
う
。
）
を
し
、
又
は
法
第
二
十
九
条
の

規
定
に
よ
り
停
職
に
さ
れ
て
い
る
職
員
が
同
日
以
後
に
復
職
し
、
又
は
職
務
に
復
帰
し
た
場
合
に

お
け
る
当
該
復
職
又
は
職
務
へ
の
復
帰
に
係
る
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
市
町
村
立
学
校
職
員

の
通
勤
手
当
に
関
す
る
規
則
第
十
七
条
の
四
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
属

す
る
月
の
翌
月
（
そ
の
日
が
月
の
初
日
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
日
の
属
す
る
月
）
」
と

あ
る
の
は
、
「
属
す
る
月
」
と
す
る
。

附
　
則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
市
町
村
立
学
校
職
員
の
通
勤
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則
の
規
定
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

１

教

育

委

員

会

規

則
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ジ
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